
Ⅰ 職員の任免及び職員数に関すること

（１）職員の任免状況 （単位：人）

（注）転任は、任命権者間の異動（町長、教育委員会、議会）

（２）採用試験の実施状況（平成 26 年度）

（３）部門別職員数の状況と主な増減事由 各年４月１日現在

（注）１　職員数は一般職に属する職員数（教育長を除く）。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計。

　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５８条の２及び美郷町人事行政の運営
等の状況の公表に関する条例（平成１７年美郷町条例第３号）第３条の規定に基づき、
平成２６年度美郷町人事行政の運営等について概要を公表します。

美郷町長　　景　山　良　材
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美郷町人事行政の運営等の状況について

区分 職種

一般事務

区　分

一般行政職

技能労務職

採用 昇任

任用（平成２７年４月１日）

16

高卒 図書司書

11

1

栄養士

一
般
行
政
部
門
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退職（平成２６年度）
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1 - --

平成27年9月30日

受験申込者 一次合格者 最終合格者 採用者数
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（４）年齢別職員構成の状況

Ⅱ職員の給与に関すること

１　職員の給与等の状況
（１）人件費の状況（普通会計決算）

Ａ Ｂ

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注） １　職員手当には退職手当は含みません。
２　職員数は、平成２７年４月１日現在の人数です。

（３）特記事項

　現在、常勤の特別職を対象に、当分の間、給与の減額措置を行っています。

（４）ラスパイレス指数の状況

6,575,095千円

歳　出　額

26年度 109,649千円 803,436千円

区分 実質収支
人　件　費

42,719千円 117,047千円 489,935千円

区分
職員数

Ａ 給　　料 職員手当 期末勤勉手当 計　 Ｂ 
給　　　　　　与　　　　　　費

教　育　長 5 %

区　　分 給料減額率等

町　　　長 7.5 %

副　町　長 5 %

26年度 89 人 330,169千円

5,198 人

（参考）
25年度の人件費率

11.50 %

一人当たり給与費
Ｂ／Ａ　

5,504,888 円

住民基本台帳人口

(27年1月1日)
人件費率
Ｂ／Ａ 

12.22 %
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成27年４月１日現在）

一般行政職

（２）職員の初任給の状況（平成27年4月1日現在）

３　職員手当の状況
（１）期末手当・勤勉手当 （２）退職手当（平成２７年４月１日現在）

（支給率）

　（27年度支給割合）

　（加算措置の状況） その他の加算措置

 職務の級等による加算措置

一人当たり平均支給額

（３）地域手当

（４）特殊勤務手当（平成２７年４月１日現在）

美　　　郷　　　町

　一人当たり平均支給額（26年度）

1,366 千円

美　　　　　郷　　　　　町

27.025 月分

36.57 月分

52.44 月分

52.44 月分

勧奨・定年

区　　　分 美　　郷　　町 島根県 国

平均給与月額

美郷町 41.8 歳 312,589 円 388,374 円

区　　分 平均年齢 平均給料月額

一般行政職
大学卒 172,200 円 171,890 円 172,200 円

高校卒 140,100 円 139,847 円 140,100 円

自己都合

勤続20年

技能労務職 高校卒 137,200 円 152,325 円 －

勤勉手当 1.50 月分 最高限度額

21.62 月分

定年前早期退職者特例加算 2％～20％

勤続25年

期末手当 2.60 月分 勤続35年

52.44 月分

43.70 月分

30.82 月分

23,513 千円

5.0 %係　長　級

課　長　級 10.0 %

課長補佐級 7.5 %

感染症貿易作業従事手当

税務職員の特殊勤務手当

支給実績

支給職員一人当たり平均支給額

- 千円

- 円

全職員

住民課職員 死体の取扱作業 - 500円/日

派遣及び研修手当

死体処理手当

他団体派遣・長期研修 - 2～26千円/月

（２６年度決算）
支給単価主な支給対象職員手当の名称 支給対象業務

健康福祉課職員

住民課税務係職員

建設課職員

建設課職員

特殊自動車運転手当

特殊自動車運転手当（補助員）

支給実績

感染症などの消毒 - 400円/日

税の賦課・徴収 288千円 8,000円/月

除雪等 - 200円/時間

除雪等 - 100円/時間

支給実績（平成２６年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額

職員全体に占める手当て支給職員の割合

288

8,000

3.3

千円

円

％
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（５）時間外勤務手当

（６）その他手当（平成２７年４月１日現在）

４　特別職等の報酬等の状況（平成２７年４月１日現在）

(637,500 円)

(573,300 円)

区　　　分 給　料　月　額　等

期
末
手
当

町　長

副町長 26年度支給割合 2.95 月分

教育長

議　長

副議長  26年度支給割合 3.35 月分

給
料

町　長 750,000 円

副町長 637,000 円

報
酬

議　長 293,300 円

副議長 244,400 円

議　員 204,700 円

支給実績

職員一人当たり平均支給年額

職員一人当たり平均支給年額

13,521

152

149

支給実績 13,519

千円

千円

千円

千円

管理職手当 

扶養手当

住居手当

手当名
国の制度と
異なる内容

２６年度
決算額

対象職員
一人当たり
平均年額

２６年度

２５年度

管理職手当
特別勤務

手当

国の制度
との異同

異なる

同じ

同じ

異なる

同じ

同じ

異なる

支給額23,000 円

加算額(職員の住居と配偶者の住居との

間の交通距離が100㎞を超える場合）：

距離により6,000円～45,000円

交通機関利用者:

交通用具（自動4輪車等）使用者:

内容及び支給単価

 課長職　　　　　　　　　　33,200円

単身赴任
手当

宿日直手当

通勤手当

 課長補佐職　　　　　　　　19,800円

 配偶者　　　　　　　　　　13,000円

 配偶者以外　　　　　　　　 6,500円

 配偶者無しの場合１人　　　11,000円

棒給の特別調
整額として支

給

-

-

交通用具使用
者の通勤距離
区分及び加算
方法が異な
る。

-

-

支給区分有

7,235千円 301千円

9,768千円

2,799千円

8,600千円

-

508千円

-

227千円

200千円

125千円

-

4,200円

-

宿直手当：6,300 円

臨時又は緊急の必要その他の公務

の運営の必要により、週休日又は休日

等に勤務した管理職員に支給。

 勤務時間6時間以下 4,000 円

 勤務時間6時間超　 6,000 円

 特定期間（満16歳年度初めから満22歳
年度末）の子の加算　　　　 5,000円

借家、借間居住者

家賃23,000円未満:家賃額-12,000円

家賃額－12,000円×1/2＋11,000円

家賃23,000円以上:

最高支給限度額55,000 円

通勤距離1㎞増す毎に加算800 円

40㎞以上32,900 円

日直手：4,200 円
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 算定方法（支給時期）

 750,000円×在職年数×100分の450　（在任期間毎）

 637,000円×在職年数×100分の270　（在任期間毎）

 562,000円×在職年数×100分の207　（在任期間毎）

Ⅲ　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）職員の勤務時間

（２）休暇の概要

１週間の勤務時間 １日の勤務時間 開　始　時　間

町　長

副町長

教育長

概　　　　　　　　　　　　　　　要

暦年１年につき２０日付与
年末に休暇使用残日数がある場合は、２０日を限度として翌年に繰り越すことができ
る。

終了時間 休憩時間

３８時間４５分 ７時間４５分 ８：３０ １７：１５ 12:00 ～ 13:00

年次有給休暇

議　員

退
職
手
当

身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支
障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動を行う場合、１年において５日の
範囲内の期間

職員が結婚する場合、結婚の事実が確認されてから１年以内の期間において７日の範
囲内の期間

職員の妻が出産する場合、３日の範囲内の期間

産前休暇前に妊娠中毒症などにより勤務が困難な場合、２週間を超えない範囲

産前休暇：８週間(多胎妊娠の場合にあっては、１４週間)以内に出産する予定である
女子職員が申し出た場合、出産の日までの申し出た期間
産後休暇：女子職員が出産した場合　出産の日の翌日から８週間を経過する日までの
期間

家族等が死亡した場合
配偶者：１０日以内　子：５日以内（姻族１日） 父母：７日以内（姻族３日以内）
兄弟姉妹、祖父母：３日以内（姻族１日）　孫等：１日

父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事（法事等）を行う場合、１日の範囲内
の期間

傷
 
病
 
休
 
暇

職員が公務上又は通勤時に負傷若しくは疾病にかかった場合、任命権者が療養を必要
と認めた期間

医師の診断の結果、結核の判定を受けた職員で、任命権者が長期の療養を要する者と
認定したときは、１年以内の期間

公務によるものを除く負傷若しくは疾病にかかった場合、９０日以内
　規則で定める特定の疾患　９０日を超えない範囲内で延長

生理日の就業が著しく困難な職員が生理休暇を請求したとき、２日を超えない範囲内

公務傷病等

私傷病

伝染性疾病

休息時間

休　暇　の　種　類

妊婦健診等休暇

育児時間

産前産後休暇

妊娠障害休暇

慶弔休暇

社会貢献

生理休暇

生後1年に達しない生児を育てる女子職員が、その生児の保育のために必要と認めら
れる授乳等を行う場合　１日２回それぞれ６０分以内

妊娠中又は出産後１年以内の女子職員が妊娠又は出産等に関し、健康診査又は保健指
導を受ける必要がある場合
　妊娠６月末まで　４週間に１回
　妊娠７月から９月末まで　２週間に１回

妊娠１０月から分べんまでは１週間に１回

特
　
　
　
別
　
　
　
休
　
　
　
暇

職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を行う場合、又は家族以
外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のた
めやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間

地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域に
おける生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動を行う場合、１年において
５日の範囲内の期間

身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体若しくは精神上の障
害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずること
を目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動を行う場合、１年にお
いて５日の範囲内の期間
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（３）職員の年次有給休暇取得状況

（注）日数等の対象期間は平成２７年１月から平成２７年１２月の期間です。

（４）育児休業等・介護休暇の取得状況 （単位：人）

Ⅳ　職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分者数 （単位：人）

（地公法第28条第1項第1号）

（地公法第28条第1項第2号    第2項第1号）

（地公法第28条第1項第3号）

（地公法第28条第1項第4号）

（地公法第28条第2項第2号）

（地公法第27条第2項）

（２）懲戒処分者数 （単位：人）

法令に違反した場合

22

育児休業 部分休業

2合計 3

1 1

合　　　　　　　　計 1 1

処 分 の 種 類
戒　告 減　給 停　職 免　職 合　計

　　処 分 事 由

　分限処分とは、公務能率の維持を目的に職員に対してなされる処分であり、制裁的意味合いはありません。
任命権者が職員をその意に反して降任、免職又は休職にすることができるとされています（地方公務員法第28
条）。
　懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない非行がある場合に、職員の一定の義務違反に対する道義的責任
を問い、公務における規律と秩序を維持することを目的とする制裁的処分です。任命権者は、懲戒処分として
免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができるとされています（地方公務員法第29条）。

全対象職員数 総付与日数 総取得日数 平均取得日数 消 化 率

Ａ （人） Ｂ （日） Ｃ （日） Ｃ／Ａ （日） Ｃ／Ｂ （％）

101 3,910 1,043 10.3 26.7%

介護休暇

取得者数

対象者数 取得者数育児
短時間勤務

育児休業等

男性

女性

 心身の故障の場合

 職に必要な適格性を欠く場合

 職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合

 刑事事件に関し起訴された場合

 条例で定める事由による場合

夏期休暇

看護休暇

1

 勤務実績が良くない場合

妊娠１０月から分 んまでは１週間に１回
　産後１年まではその間に１回

・中学校就学の終期に達するまでの子が負傷や疾病のため看護を必要とする場合
　　１年につき５日の期間　２人以上１０日
・日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の世話を行う場合
　　１年につき５日の期間　２人以上１０日

７月から９月までの期間、３日の範囲内の期間

処 分 の 種 類
降　任 免　職 休　職 降　給 合　計

　　処 分 事 由
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（地公法第29条第1項第1号）

 職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合

（地公法第29条第1項第2号）

 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

（地公法第29条第1項第3号）

Ⅴ　職員の服務の状況

営利企業等従事許可の状況

Ⅵ　職員の研修の状況

（１）自治研修所

（２）県市町村総合事務組合

（３）市町村職員中央研修所、全国市町村国際文化研修所、自治大学校、海外研修

（４）その他関係機関が実施する研修

（５）職務遂行上必要な資格取得のための研修

備　　　　考

備　　　　考

　すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たっては、全 力を挙げてこれに
専念しなければなりません（地方公務員法第 30 条）。この服務の根本原則を具体的に実現するため、職員には、法令
等及び上司の職務上の命令に従う 義務（同 32 条）、信用失墜行為の禁止（同 33 条）、職務上知り得た秘密を守義務
（同 34 条）、職務 に専念する義務（同 35 条）、政治的行為の制限（同 36 条）、争議行為等の禁止（同 37 条）、営利企
業等の従事制限（同 38 条）などさまざまな制約が課せられます。

備　　　考

 中央福祉学院

備　　　　考

 日本経営協会

備　　　　考

 市町村職員中央研修所

 市町村職員中央研修所

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の

地位を兼ねることの許可

自ら営利を目的とする私企業を営むことの許可

報酬を得て事業または事務に従事することの許可

件数

－

－

－

受講者数

5

研　　修　　名 受講者数

 行政管理講座 2

受講者数

 制度運用研修 3

2

 その他（特別セミナー等）

研　　修　　名

研　　修　　名

研　　修　　名

 政策研修（特別講座・短期セミナー）

 特別研修（選択）

 新規採用職員研修

 中堅職員研修 1

 中堅職員選択研修

合　　　　　　　　計 

 一般職Ⅱ課程研修 1

受講者数

4

受講者数

 行政実務研修 10

 政策課題研修

 社会福祉主事資格認定通信課程　公務員課程 2

研　　修　　名

 新任課長補佐研修

 新任課長研修 1

 新任係長研修

 係長選択研修 2

1

 一般職Ⅰ課程研修
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（６）町単独・その他

Ⅶ　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）職員のための福利厚生活動等事業

（２）職員の健康診断の状況

（３）公務災害の認定状況

　認定状況 （単位：件）

備　　　　考

平成26年10月21日島根県主催

平成26年11月6日

平成27年1月13日～15日

　地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、実施しなければな
りません（地方公務員法第 42 条）。また、共済制度は、職員又はその被扶養者の事故（病気、負傷、出産、
死亡、災害等）に関して、適切な給付を行うための相互救済を目的とする制度であり（地方公務員法第 43 条
第１項）、具体的には地方公務員等共済組合法によって島根県市町村職員共済組合が制度を実施しています。

1

通勤災害

－

計

1

職員の保健等
に関すること

 人権・同和問題研修会（同和問題の歴史について）

町単独

公務災害

122

研　　修　　名

 人権・同和問題県央地域行政関係者研修会

 源泉徴収事務研修会

共済組合

市町村職員

互助会

16

24

受講者数

　公務災害補償 地方公共団体は、職員が公務中あるいは通勤途上で死亡し、又は負傷や疾病により障害を負った場
合などには、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、損害を補償する義務を負います（地方公務員法第 45
条第１項）。具体的には地方公務員災害補償法に基づき、専門的期間として設置 された地方公務員災害補償基金に
よって補償事務が行われます。

受診者 59 人 36 人 95 人 

区 分

≪永年勤続表彰≫
　町民全体の奉仕者としての責任を自覚させるとともに服務の刷新向上を図ることを目
的に、勤続２０年以上在籍又は他の模範となる行為及び業績のあった職員の表彰に併せ
記念品を支給。

≪職員弔慰金≫
　福祉の増進と勤労意欲の向上を目的とし、職員が、事故または疾病により死亡あるい
は高度障害の状態になった場合に、弔慰金を支給する。

　　　　　　 種類
定期健康診断

１ 日 外 来
人間 ドック

計
　区　分

事業の目的・内 容

　定期健康診断の実施

　　退職後人間ドッグ補助、結婚祝金、育児助成金、会員・家族療養費等

　≪給付事業≫

　　貸付事業：普通貸付、住宅貸付、災害貸付、特別貸付、高齢者医療貸付など

　　貯金事業：積立貯金

　　保健事業：短期人間ドッグ、指定宿泊施設利用助成など

　≪福祉事業≫　保健、宿泊、貯金、貸付などの各事業

　　遺族共済年金：組合員又は組合員であった者が死亡したとき遺族に支給

　　傷害共済年金：一時金 組合員が在職中に病気やケガで傷害の状態になったときに支給

　　退職共済年金：組合員期間が１ヶ月以上ある場合、一定条件を満たすことにより 65 歳から支
給（65 歳未満で受給できる特例あり）

　≪長期給付≫　老後の経済生活を支援するための給付

　　災害給付：弔慰金、災害見舞金、家族弔慰金

　　休業給付：傷病手当金、出産手当金、育児休業手当金

　　保険給付：療養給付、入院時食事医療費、特定療養費、高額医療費

　≪短期給付≫　公務外の病気やケガの治療、出産、死亡、休業、災害時の給付

8



（４）措置要求・不服申し立て

　平成２６年度中において、勧告はありませんでした。

　平成２６年度中において、是正の指示はありませんでした。

① 勤務条件に関する措置の要求の状況

② 不利益処分に関する不服申し立ての状況

　職員は、公平委員会に対して、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、適当な措置が執られるよう要求することや
（地方公務員法第 46 条）、懲戒その他意に反する不利益な処分を受けたときは不服申し立てをすることができます（同
法 49 条の２第１項）。美郷町では地方公務員法第７条第４項に基づき、この公平委員会に係る事務処理を島根県人事
委員会に委託しています。
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